
目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約

款
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
二

公

告

○
肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
産
園
芸
課
）
…
三

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
四

出
先
機
関

○
液
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqq（
青
森
空
港

管
理
事
務
所
）
…
四

○
粒
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第1085号令和８年７月１日 水曜日

第
千
八
十
五
号

令
和
八
年七

月
一
日

（
水
曜
日
）

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

五
所
川
原
岩

木
線

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
葛
野
五
五
の
三
か
ら

弘
前
市
大
字
宮
舘
字
宮
舘
沢
七
の
二
ま
で

前

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
五
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

２

県

道

十
和
田
三
戸

線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
金
ヶ
沢
四
七
の
一
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
金
ヶ
沢
坂
ノ
下
二
七
の
一
ま
で

前

五
・
三
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
七
・
八
三
メ
ー
ト
ル

後

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
八
・
三
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
七
・
八
三
メ
ー
ト
ル



青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
五
所
川
原
岩

木
線

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
葛
野
五
五
の
三
か
ら

弘
前
市
大
字
宮
舘
字
宮
舘
沢
七
の
二
ま
で

令
和
八･
七･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
（
平
成
31年

３
月
青
森
県
告
示
第
221号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

２
発
注
者
は
、
受
注
者
の
施
工
す
る
工
事
及
び
設
計
図
書
に
示
し
た
他
の
機
関
の
発
注
に
係
る
他

の
工
事
が
施
工
上
密
接
に
関
連
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
施
工
に
つ
い

て
、
当
該
他
の
機
関
と
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
発
注
者

の
調
整
に
従
い
、
当
該
他
の
機
関
の
発
注
に
係
る
工
事
の
円
滑
な
施
工
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
３
条
（
Ｂ
）
中
「
請
負
代
金
内
訳
書
」
の
次
に
「
（
以
下
「
内
訳
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え

る
。第
３
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
適
正
な
労
務
費
の
確
保
等
）

第
３
条
の
２
（
Ａ
）
発
注
者
及
び
受
注
者
は
、
内
訳
書
に
労
務
費
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
労
務
費
に
関
す
る
基
準
（
建
設
業
法
（
昭
和
24年

法
律
第
100号

）
第
34条

第
２
項
に
基
づ

き
中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告
す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
踏
ま
え
た
適
正
な
労
務
費

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

２
発
注
者
は
、
内
訳
書
に
労
務
費
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
内
訳
書
に
明
示
さ
れ

た
労
務
費
を
含
む
請
負
代
金
額
を
受
注
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
適
正
な
賃
金
を
そ
の
雇
用
す
る
技
能
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑵
労
務
費
に
関
す
る
基
準
を
踏
ま
え
た
適
正
な
労
務
費
を
直
接
下
請
契
約
を
締
結
す
る
者
（
次

号
に
お
い
て
「
下
請
負
人
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑶
下
請
負
人
と
の
間
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
約
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

ア
下
請
負
人
が
適
正
な
賃
金
を
そ
の
雇
用
す
る
技
能
者
に
支
払
う
こ
と
。

イ
下
請
負
人
が
労
務
費
に
関
す
る
基
準
を
踏
ま
え
た
適
正
な
労
務
費
を
当
該
下
請
負
人
が
直

接
下
請
契
約
を
締
結
す
る
者
（
ウ
に
お
い
て
「
再
下
請
負
人
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
こ

と
。

ウ
下
請
負
人
が
、
再
下
請
負
人
と
の
間
で
、
こ
の
条
に
定
め
る
事
項
に
準
じ
た
内
容
を
含
む

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

エ
受
注
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
ア
及
び
イ
の
支
払
並
び
に
ウ
の
契
約
を
締
結
し
た
こ
と

に
関
す
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
。

４
発
注
者
は
、
受
注
者
に
対
し
て
、
適
正
な
労
務
費
の
確
保
等
の
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
次
に
掲
げ
る
書
面
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
前
項
第
１
号
の
支
払
に
関
す
る
書
面

⑵
前
項
第
２
号
の
支
払
に
関
す
る
書
面

⑶
前
項
第
３
号
の
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
関
す
る
書
面

５
受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
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す
る
も
の
と
す
る
。

第
３
条
の
２
（
Ｂ
）
発
注
者
及
び
受
注
者
は
、
内
訳
書
に
労
務
費
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
労
務
費
に
関
す
る
基
準
（
建
設
業
法
（
昭
和
24年

法
律
第
100号

）
第
34条

第
２
項
に
基
づ

き
中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告
す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
踏
ま
え
た
適
正
な
労
務
費

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

２
発
注
者
は
、
内
訳
書
に
労
務
費
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
内
訳
書
に
明
示
さ
れ

た
労
務
費
を
含
む
請
負
代
金
額
を
受
注
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
適
正
な
賃
金
を
そ
の
雇
用
す
る
技
能
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑵
労
務
費
に
関
す
る
基
準
を
踏
ま
え
た
適
正
な
労
務
費
を
直
接
下
請
契
約
を
締
結
す
る
者
に
支

払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

４
発
注
者
は
、
受
注
者
に
対
し
て
、
適
正
な
労
務
費
の
確
保
等
の
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
次
に
掲
げ
る
書
面
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
前
項
第
１
号
の
支
払
に
関
す
る
書
面

⑵
前
項
第
２
号
の
支
払
に
関
す
る
書
面

５
受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

第
23条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

３
発
注
者
は
、
第
１
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘

案
し
、
十
分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な

か
っ
た
こ
と
又
は
当
該
協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
55条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停

を
請
求
し
た
こ
と
若
し
く
は
第
56条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益

な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
24条
（
Ａ
）
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

２
発
注
者
は
、
前
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘
案

し
、
十
分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ

た
こ
と
又
は
当
該
協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
55条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請

求
し
た
こ
と
若
し
く
は
第
56条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
24条
（
Ｂ
）
中
第
３
項
を
第
４
項
と
し
、
第
２
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

３
発
注
者
は
、
第
１
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘

案
し
、
十
分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な

か
っ
た
こ
と
又
は
当
該
協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
55条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停

を
請
求
し
た
こ
と
若
し
く
は
第
56条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益

な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
25条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

９
発
注
者
は
、
第
３
項
又
は
第
７
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で

き
る
限
り
勘
案
し
、
十
分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議

が
整
わ
な
か
っ
た
こ
と
又
は
当
該
協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
55条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し

く
は
調
停
を
請
求
し
た
こ
と
若
し
く
は
第
56条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し

て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

附
則

こ
の
契
約
約
款
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
八
年
六
月
二
十
三
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
六
四
号

加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

発
酵
鶏
ふ
ん

窒
素
全
量四
・
〇

り
ん
酸
全
量
三
・
〇

加
里
全
量二
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
あ
す

な
ろ
フ
ァ
ー
ム

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
町
畑
西

ノ
平
一
五
の
八
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林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登
録
番
号
登

録

年
月
日

生
産
事
業
者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

氏
名
又

は
名
称
住

所
種

穂
苗

木
名

称
所

在

地

二九九
令
和八･
六･二四
中
野
渡

隆

十
和
田
市

大
字
三
本

木
字
矢
神

八
七

幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

中
野
渡
苗

圃

十
和
田
市
大
字

三
本
木

出

先

機

関

液
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

柴

田

金

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
は
、
入
札
説
明
書

に
よ
る
。

液
状
凍
結
防
止
剤

三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
程
度

二

納
入
期
間

令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

納
入
場
所

青
森
空
港
管
理
事
務
所

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
又

は
令
和
八
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行

わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購
入
物
品
を
十
分
に
供
給
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
こ
と
。

６

購
入
物
品
の
品
質
及
び
規
格
等
が
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
各
品
質
及
び
規
格
等
と
合
致

す
る
製
品
で
あ
る
こ
と
を
、
証
明
又
は
確
認
で
き
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
期
限
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
申
請
書
に
よ
り
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
期
限
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
八
年
七
月
二

十
一
日
ま
で
に
青
森
空
港
管
理
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

等
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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㈡

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

㈢

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
管
理
事
務
所

電
話

〇
一
七
―
七
三
九
―
二
一
二
一

４

提
出
部
数

各
一
部
（
当
該
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

六

入
札
手
続
き
等

１

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所

電
話

〇
一
七
―
七
三
九
―
二
一
二
一

２

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
八
年
八
月
十
九
日

午
後
二
時
三
十
分

㈡

場
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所
会
議
室

㈢

郵
便
に
よ
っ
て
入
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
（
入
札
書
の
提
出
先
、
到
着

期
限
、
提
出
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

七

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

八

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
二

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
等
に
虚
偽
の
事
実
の

記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
価
格
と
す
る
。
な
お
、
落
札
決
定
に
当

た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税

事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。
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粒
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

柴

田

金

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
は
、
入
札
説
明
書

に
よ
る
。

粒
状
凍
結
防
止
剤

二
百
九
十
ト
ン
程
度

二

納
入
期
間

令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

納
入
場
所

青
森
空
港
管
理
事
務
所

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
又

は
令
和
八
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行

わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購
入
物
品
を
十
分
に
供
給
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
こ
と
。

６

購
入
物
品
の
品
質
及
び
規
格
等
が
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
各
品
質
及
び
規
格
等
と
合
致

す
る
製
品
で
あ
る
こ
と
を
、
証
明
又
は
確
認
で
き
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
期
限
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
申
請
書
に
よ
り
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
期
限
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
八
年
七
月
二

十
一
日
ま
で
に
青
森
空
港
管
理
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

等
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

㈢

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
管
理
事
務
所

電
話

〇
一
七
―
七
三
九
―
二
一
二
一

４

提
出
部
数

各
一
部
（
当
該
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

六

入
札
手
続
き
等

１

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所

電
話

〇
一
七
―
七
三
九
―
二
一
二
一

２

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所
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㈠

日
時

令
和
八
年
八
月
十
九
日

午
後
二
時
三
十
分

㈡

場
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

青
森
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
二
階

青
森
空
港
管
理
事
務
所
会
議
室

㈢

郵
便
に
よ
っ
て
入
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
（
入
札
書
の
提
出
先
、
到
着

期
限
、
提
出
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

七

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

八

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
二

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
等
に
虚
偽
の
事
実
の

記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
一
ト
ン
当
た
り
の
価
格
と
す
る
。
な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て

は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ

て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す

る
こ
と
。
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